
　飛雪の滝キャンプ場が、７月 15 日からご利用
いただけます。
　キャンプ場には、テントサイトが 25 区画ある
ほか、トイレはもちろん、調理のできる炊事棟や
シャワーを完備した管理棟があります。
　滝の音がこだまする静かな森に囲まれたキャン

プ場で、友人や家族との充実した時間を楽しんで
みませんか。
▶キャンプ場の申し込みは、飛雪の滝キャンプ場
管理棟（☎２１－１３３３《開設期間のみ》）、ま
たは、役場税務住民課（☎３３－０３３７）まで
お問い合わせください。

◆開設期間
　７月15日（土）～８月31日（木）

◆使用料
　テントサイト	
　１区画　１泊					　	1,000 円
　　　　　日帰り	　		　500 円
　シャワー室（管理棟）　	
　　　　１回（３分）		100 円

美しい滝のあるキャンプ場

飛雪の滝キャンプ場をご利用ください

Information　役場税務住民課

1.キャンプ場の全
景。2.炊事棟。3.ト
イレと管理棟。管
理棟にはシャワー
も完備。4.飛雪の
滝。5.憩いの場。  ５   ４   ３   ２
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管理棟

夏休み期間中の土曜日・日曜日

相野谷中学校の図書室を一般開放します

Information　教育委員会

　相野谷中学校では、夏休み期間中の土曜日・日
曜日に図書室の一般開放を行います。
　エアコンの効いた涼しい部屋で、夏休みの宿
題や調べ学習などをしませんか。一般向きの図
書もそろっていますので、親子で図書室を訪れ
て、読書を楽しまれてはいかがでしょう。
　ただし、図書の貸し出しは行いませんのでご
注意ください。
◆開放日　　夏休み中の毎週土曜・日曜
◆開放時間　午前９時～午後４時
▶詳しくは、町教育委員会教育課（☎３３－０３４
１）までお問い合わせください。

任意・定期予防接種費の助成

ワクチンの予防接種費を助成します！

Information　保健センター

　町では、ワクチンの任意予防接種と、定期予防接種の費用の一部助成を、
今年度も下記のとおり実施します。
▶詳しくは、保健センター（☎３２－３７００）までお問い合わせください。

平成 29 年度の定期接種の対象者

【接種費用】　2,500 円
【持 ち 物】　健康保険証、健康手帳

【対象者】　下記の方を対象に 1 回接種
①今年度、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、
90 歳、95 歳、100 歳となる方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、
の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ
れる程度の障がいやヒト免疫不全ウィルスによ
る免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障がいがある方。
※制度の対象となるのは、1 人 1 回限り。過去に
接種を受けたことがある方は対象外となります。
※対象者には、個別に通知します。

◆ 定期予防接種　（高齢者用肺炎球菌ワクチン）　

対象者 生年月日
65 歳 昭和 27年４月２日～昭和 28年４月１日
70歳 昭和 22年４月２日～昭和 23年４月１日
75歳 昭和 17年４月２日～昭和 18年４月１日
80歳 昭和 12年４月２日～昭和 13年４月１日
85歳 昭和　7年４月２日～昭和　8年４月１日
90歳 昭和　2年４月２日～昭和　3年４月１日
95歳 大正 11年４月２日～大正 12年４月１日
100歳 大正　6年４月２日～大正　7年４月１日

　申請期限は平成 30 年３月 31 日までです。
※対象者への個別の通知はありませんので、ご注
意ください。

　ワクチンの任意予防接種は、町に住民登録が
あり、平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31
日までに接種した方が助成対象となります。対象
者や助成金額は下記の表のとおりです。

◆ 任意予防接種　（ロタウイルス・おたふくかぜワクチンなど）　

接種種類 対象者（接種時の年齢など） 助成金額 申請時必要書類

ロタウイルス
２回接種：生後６週～ 24週まで ※ 1回 7,000 円を上限とし２回助成 母子健康手帳

領収書３回接種：生後６週～ 32週まで ※ 1回 4,700 円を上限とし３回助成

おたふくかぜ １歳～４歳未満 支払額の１/２の額（上限 3,000 円）
1人 1回限り

母子健康手帳
領収書

成人用肺炎球菌 65歳以上で、定期接種の対象とならな
い者（これまでに助成を受けた事がない者）

支払額の１/２の額（上限 4,000 円）
1人 1回限り

健康手帳または接種済証
領収書

風しん
（三日はしか）

①妊娠を希望する女性
②妊婦の夫および、妊婦と同居する家族
※風しん感染しない高い抗体価を有
する者は、対象外です。

一律 5,000 円

①の方は接種済証
②の方は
妊婦の母子健康手帳
領収書

　日本脳炎予防接種は、予防接種後に重い病気になった事例があったことから、平成 17 年度から平
成 21 年度まで、案内を控えていましたが、新たなワクチンが開発され、通常通り受けられるように
なっています。母子健康手帳で履歴を確認のうえ、合計４回の接種が終わっていない 20歳未満の方は、
保健センターまでお問い合わせください。

平成 19 年４月１日以前に生まれた 20 歳未満の方（特例対象者）へ
日本脳炎予防接種
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